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一般病床の機能分化の推進についての整理 

 

平成２４年６月１５日 

急性期医療に関する作業グループ 
 

１．基本的な考え方 

 

○ 今後の本格的な少子高齢社会を見据え、医療資源を効果的かつ効率的に

活用し、急性期から亜急性期、回復期、療養、在宅に至るまでの流れを構

築するため、一般病床について機能分化を進めていくことが必要である。 

 

○ 地域において、それぞれの医療機関の一般病床が担っている医療機能（急

性期、亜急性期、回復期など）の情報を把握し、分析する。その情報をも

とに、地域全体として、必要な医療機能がバランスよく提供される体制を

構築していく仕組みを医療法令上の制度として設ける。 

  この仕組みを通じて、それぞれの医療機関は、他の医療機関と必要な連

携をしつつ自ら担う機能や今後の方向性を自主的に選択することにより、

地域のニーズに応じた効果的な医療提供に努める。 

   

○ これにより、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、それ

ぞれのニーズに見合った病床が明らかとなり、その医療の機能に見合った

医療資源の効果的かつ効率的な配置が促される。その結果、急性期から亜

急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさわし

いより良質な医療サービスを受けることができることにつながる。 

将来に向けて、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、そ

れぞれの機能に応じた資源投入により体制を強化し、入院医療全体につい

て機能強化を図る。 

 

○ こうした仕組みを通じて、それぞれの医療機関が担っている機能が住

民・患者の視点に立ってわかりやすく示されることにより、住民や患者が

医療機関の機能を適切に理解しつつ利用していくことにつながる。 

資料１ 
第 ２ ８ 回 社 会 保 障 審 議 会 医 療 部 会 

平 成 2 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 
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２．医療機能及び病床機能を報告する仕組み 

 

（医療機関が担っている医療機能を自主的に選択し、報告する仕組み） 

○ 各医療機関（診療所を含む。）が、その有する病床において担っている

医療機能を自主的に選択し、その医療機能について、都道府県に報告する

仕組みを設ける。その際、医療機能情報提供制度を活用することを検討す

る。 

 

※ 報告は、病棟単位を基本とする。 

 

（報告すべき内容） 

○ 各医療機関は、急性期、亜急性期、回復期その他主として担っている医

療機能の内容を報告する。 

 

○ 報告する医療機能毎に、提供している医療の機能や特性、人的な体制、

構造設備などの病床機能についても併せて報告する。報告を求める各医療

機能の考え方や具体的な内容については、医療提供者や利用者の意見も踏

まえながら、医療部会の下に設ける検討の場において、別途検討を進める。 

 

（報告とその内容の閲覧、都道府県による公表について） 

○ 各医療機関は、定期的に、都道府県に報告するとともに、報告した事項

について、当該医療機関において閲覧に供するなど患者や住民にわかりや

すく提供する。 

 

○ 都道府県は、各医療機関からの報告の内容について、患者、住民にわか

りやすい形で公表する。 
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３．地域において均衡のとれた機能分化と連携を推進していくための方策 

 

○ 地域において急性期、亜急性期、回復期等の医療を提供する病床などが、

地域の医療ニーズに対応してバランスよく配置されることにより、地域全

体として適切な機能分化と連携を推進し、地域医療の充実を図る。 

 

○ 具体的には、都道府県は報告の仕組みを通じて地域の各医療機関が担っ

ている医療機能の現状を把握する。こうした現状や高齢化の進展を含む地

域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえながら、医療提供者等の主体的

な関与の下で、新たに医療計画において、今後のその地域にふさわしいバ

ランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療の

ビジョンを地域ごとに策定する。 

 

※ 国において､予め、都道府県に報告された医療機能に係る情報を分析

し、地域において均衡のとれた医療機能を適切に推進するための地域医

療のビジョンに関するガイドラインの作成等を医療提供者や利用者の意

見も踏まえ、検討。その際、医療資源の限られた地域等について、地域

の実情に応じた配慮も併せて検討。 

 

※ 上記のビジョンの策定については、医療機関からの情報を踏まえ行う

ものであることや都道府県の準備期間を考慮し、次々回の医療計画の策

定の中で検討。 

 

○ 国は、各地域の病床機能の現状を把握、分析し、地域の実態も踏まえ、

医療法における医療機能の登録制など位置づけのあり方や病床区分の見直

しについて今後検討を行う。 
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４．国や都道府県、医療機関、患者・住民等の役割について 

 

○ 機能分化を推進するに当たっての基本的考え方や、国や都道府県、医療

機関、患者・住民等の役割について、医療法に位置づける。 



「チーム医療の推進」に関する検討状況 

平成24年1月24日 ： 第18回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ 

・特定行為について 

・カリキュラムについて 

平成24年6月27日 ： 第23回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ 

・特定行為について 

・カリキュラムについて 

「医療提供体制の改革に関する意見（抄）」（平成23年12月22日社会保障審議会医療部会） 
  
Ⅱ 個別の論点について   
 ６．医療従事者間の役割分担とチーム医療の推進   
 （２）看護師、診療放射線技師等の業務範囲   
  ○ 高齢者社会が進む中、介護の分野においても高度の医療を必要とする患者が増えてきており、安全性の確

保とサービスの質の向上のために、現在看護師が実施している高度かつ専門的な知識・判断が必要とされる
行為について、教育・研修を付加する必要がある。   

  ○ 現場で患者に寄り添っている看護師が、患者に安全かつ迅速にサービスを提供するために、また、その能
力を十分に発揮するためにも、公的に認証することを含め一定以上の能力を認証する仕組みは重要であり、
この認証の仕組みの在り方については、医療現場の実態を踏まえたものとする必要がある。併せて、基礎教
育内容を見直す等により、看護師全体について、質・量の両側面からレベルアップを図ることが必要である。
こうした取組みが患者の安全・安心につながることとなる。   

  ○ 診療放射線技師については、教育等により安全性を担保した上で、検査関連行為と核医学検査をその業務
範囲に追加することが必要である。    

  ○ 薬剤師等他の医療関係職種の業務範囲についても議論を進めるべきである。  

 

平成24年6月13日 ： 第11回チーム医療推進会議 

・チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの進
捗状況について 

・看護師の能力を認証する仕組みのあり方について 

平成24年2月28日 ： 第19回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ 

・特定行為について 

平成24年3月23日 ： 第20回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ 

・特定行為について 

平成24年4月23日 ： 第21回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ 

・特定行為について 

・カリキュラムについて 

平成24年5月28日 ： 第22回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ 

・特定行為について 

・カリキュラムについて 

資料２ 

第２８回社会保障審議会医療部会 

平 成 2 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 



【医療法人について】 

資料３ 

第２８回社会保障審議会医療部会 

平 成 2 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 



医療法人の合併について 

「規制・制度改革に係る方針」（平成２３年４月８日閣議決定）（抄） 

「医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し」 

   国民皆保険制度を守ることを前提として、以下を行う。 

○ 法人種別の異なる場合も含めた医療法人の合併に関するルールの明確化や、医療法人が合併する場合

の手続の迅速化について検討する。＜平成23年度検討・結論＞ 

前回の医療部会（３月７日）での議論 

○ 医療法人の合併に関する通知の内容について、大筋は了承。 

○ ただし、持分の定めのある法人同士の合併によって、医療法人が新たに設立される場合に、当該医療法人が 

 持分の定めのある医療法人となることができるのかどうかについて、現行の医療法の規定との関係で整理が必 

 要とされた。 

○ 医療法第４４条第５項の規定により、新たに設立される医療法人は持分の定めのない医療法人となることとされ 

 ているが、平成１８年改正法附則第１０条第２項により、平成１９年４月１日以前に設立された医療法人及び同日以 

 前に認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた医療法人に限り、当分の間、持分の定めのある医療法人と 

 することが認められている。 

○ したがって、合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人であっても、合併により新たに医療法 

 人を設立する場合においては、平成１８年改正法附則第１０条第２項の規定は適用されず、持分の定めのある医療 

  法人とすることはできないものと解される。 

 

【医療法施行規則の改正等】 
○ 従前の医療法施行規則第３５条第２項の規定は、この規定だけを見ると、持分の定めのある法人同士が合併し 

 て新たに医療法人を設立する場合について、新法人を持分の定めのある医療法人とすることができるようにも読め 

 るものとなっていたことから、同項の規定を改正し、医療法との関係で解釈上の疑義が生じないようにするとともに、 

 当該改正を踏まえた医政局指導課長通知を発出した。（平成２４年５月３１日）  1 



関係条文 
 

○医療法（昭和２３年法律２０５号）（抄） 
 

第４４条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。 

２ 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければ    

  ならない。 

  一 目的 

  二 名称 

  三 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指 

  定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び 

  開設場所 

  四 事務所の所在地 

  五 資産及び会計に関する規定 

  六 役員に関する規定 

  七 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定 

  八 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定 

  九 解散に関する規定 

  十 定款又は寄附行為の変更に関する規定 

  十一 公告の方法 

３ 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めない 

  で死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。 

４ 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。 

５ 第２項第９号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国 

  若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちか 

  ら選定されるようにしなければならない。 

６ この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
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○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８４号）（抄） 
 

附則 

（残余財産に関する経過措置） 
第１０条 新医療法第４４条第４項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可について適用し、施 

 行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。 

２ 施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第４４条第１項の規定による認可の申請をし、施行  

  日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又は寄附行為に残余財産の帰 

  属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として新医療法第４４条第４項に  

  規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産 

  の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合に 

  は、当該定款又は寄附行為の変更につき医療法第５０条第１項の認可を受けるまでの間)、新医療法第５０条 

  第４項の規定は適用せず、旧医療法第５６条の規定は、なおその効力を有する。 
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医療法施行規則の一部を改正する省令（平成２４年厚生労働省令第８６号） 
（平成２４年５月３１日公布・施行） 新旧対照条文    

改   正   後  改   正   前 

 

（合併の認可の申請） 
第３５条 法第５７条第４項の規定により、合併の認可を受けようと 

 するときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提 

 出しなければならない。 

 一 理由書  

 二 法第５７条第１項又は第３項の手続を経たことを証する書類 

 三 合併契約書の写し 

 四 法第６０条の場合においては、申請者が同条の規定により 

  選任された者であることを証する書面 

 五 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療 

  法人の定款又は寄附行為 

 六 合併前の各医療法人の定款又は寄附行為 

 七 合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表 

 八 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療 

  法人について、第３１条第７号、第１０号及び第１１号に掲げる 

  書類(この場合において、同条第７号中「設立後」とあるのは 

  「合併後」と、第１０号中「役員」とあるのは「新たに就任する役 

  員」と読み替えるものとする。) 
 

２ 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人 

  である場合であつて、前項第５号の合併後存続する医療法人の 

  定款又は寄附行為において残余財産の帰属すべき者に関する 

  規定を設けるときは、法第４４条第５項の規定にかかわらず、同 

  項に規定する者以外の者を規定することができる。 

 

（合併の認可の申請） 
第３５条 法第５７条第４項の規定により、合併の認可を受けようと 

 するときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提 

 出しなければならない。 

 一 理由書  

 二 法第５７条第１項又は第３項の手続を経たことを証する書類 

 三 合併契約書の写し 

 四 法第６０条の場合においては、申請者が同条の規定により 

  選任された者であることを証する書面 

 五 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療 

  法人の定款又は寄附行為 

 六 合併前の各医療法人の定款又は寄附行為 

 七 合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表 

 八 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療 

  法人について、第３１条第７号、第１０号及び第１１号に掲げる 

  書類(この場合において、同条第７号中「設立後」とあるのは 

  「合併後」と、第１０号中「役員」とあるのは「新たに就任する役 

  員」と読み替えるものとする。) 
 

２ 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人 

  である場合であつて、前項第５号の定款又は寄附行為において 

  残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第４４ 

  条第５項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規 

  定することができる。 

 

○ 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）（抄）                           （傍線の部分は改正部分） 
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医療法人の合併について（平成２４年５月３１日医政指発０５３１第２号厚生労働省医政局指導課長通知）(抄) 

 

２ 合併の認可の申請 （医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号。以下「規則」という。）第３５条関係） 
 

 （２） 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であって、合併後いずれか 

   の医療法人が存続するときに限り、合併後存続する医療法人の定款において、残余財産の帰属すべき  

   者として国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供するものであって、厚生労働省令 

   で定めるもの以外の者を規定することができること。 

     したがって、次の場合においては、合併後は、持分の定めのない医療法人となること。 

   ① 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのない医療法人である場合 

   ② 合併前の医療法人のいずれかが持分の定めのない医療法人である場合 

   ③ 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人であって、合併により新たに医療法人 

     を設立する場合 
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吸収合併における実質的な対等合併の例 

 
※法人Ａが法人Ｂを吸収合併する際に、法人Ａの名称を変更することが可能。 
 

法人Ｂ 
 

役員● ● ●（３名） 
社員● ● ● ● ●（５名） 

合併後の法人Ａ    名称を「法人Ｃ」に変更 
 

役員○ ○ ○ ● ● ●（６名） 
社員○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●（１０名） 

法人Ａ 
 

役員○ ○ ○（３名） 
社員○ ○ ○ ○ ○（５名） 

※ 合併前の法人Ａと法人Ｂ
の関係者の経営に対する影
響力が対等になるよう、役員
数、社員数を同数にすること
が可能。 

 

吸収合併 

法人Ａと法人Ｂは同規模 

※ 一般的に法人Ｂの出資
者には、法人Ａの持分が割
り当てられる。 

 

（参考） 
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医療法人の合併手続について 

（参考）平成２４年３月７日（水） 医療部会資料 
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医療法人の合併手続について（現行の取扱い） 

①事前相談 

②申請書類の準備 

③申請書類の審査 

④審議 

⑤認可書の作成 

⑦登記 

⑥債権者へ催告(2か月) 交付 

答申 

諮問 

申請 

申請者（医療法人） 都道府県医療審議会 

（根拠規定） 
○医療法第５７条第４項 

○医療法施行規則第３５条 

○同規則第３６条 

 

（根拠規定） 
○同法第５９条 

（根拠規定） 
○同法第５７条第５項 

主たる事務所の所在する都道府県 
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合併認可時の都道府県医療審議会の意見聴取義務について 

（都道府県の意見） 

  合併認可時の医療審議会の意見聴取義務を廃止することの
是非について都道府県へ意見照会を行った結果、都道府県か
らは次のような反対意見が多かった。 

「設立」「解散」手続との整合性がとれない。 

「合併」による地域医療、医療計画への影響など医療審

議会の意見を聴くことは重要。 

行政処分の公平性、客観性を確保する観点から必要。 

医療審議会の開催回数の見直しや、部会・分科会を置く 

  ことにより事務処理の迅速化を図ることは可能。 

都道府県からの主な意見 
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医療法人の合併手続について（案） 

通知（案）の要点 

※ 医療法人の合併手続の迅速化及び法人種別の異なる場合も含めた医療法人の合併に関する 

  ルールの明確化の観点から、以下の内容について通知を発出し、関係者へ周知することとする。  

 １ 医療法人が合併する場合の手続の迅速化について、以下の点を明記する。 

    医療法人合併手続の迅速化の観点から、必要に応じ、都道府県医療審議会の部会の 

   開催を随時行う等、さらに実態に応じた適切な運営を図られたいこと。 

 ２ 法人種別の異なる場合も含めた法令の規定に基づく医療法人の合併のルールについて、 

   以下の点を明記する。 

  ① 社団医療法人にあっては、総社員の同意があるときに限り、他の社団医療法人と合併を 

    することができること 

  ② 財団医療法人にあっては、寄附行為に合併することができる旨の定めがある場合に限り、 

    他の財団医療法人と合併をすることができること。なお、財団医療法人が合併をするには、 

    理事の三分の二以上の同意がなければならないが、寄附行為に別段の定めがある場合は、 

    この限りでないこと 

  ③ 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある社団医療法人である場合に限り、 

    合併後存続する医療法人又は合併によって設立する医療法人の定款において、残余財産 

    の帰属すべき者として国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する 

    ものであって、厚生労働省令で定めるもの以外の者を規定することができること。 

      したがって、合併前の医療法人のいずれかに持分の定めのない医療法人がある場合に 

     おいては、合併後は、持分の定めのない医療法人となること 

 

 

具体的な対応（案） 

⑩ 



（平成２４年６月１５日現在)

　氏　名 　　　　　所　属

相澤　孝夫 （社）日本病院会副会長

尾形　裕也 九州大学大学院医学研究院教授

高智　英太郎 健康保険組合連合会理事

田中　滋 慶應義塾大学経営大学院教授

永井　良三 自治医科大学学長

中川　俊男 （社）日本医師会副会長

西澤　寛俊 （社）全日本病院協会会長

花井　圭子 日本労働組合総連合会総合政策局長

日野　頌三 （社）日本医療法人協会会長

急性期医療に関する作業グループ構成員名簿

参考資料1 

第２８回社会保障審議会医療部会 

平 成 2 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 



医療機能情報提供制度について 

病院等に対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報（医療機能
情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやす
く提供する制度（薬局についても同様の制度あり） 

創設前 

 

病院等の広告 
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報 
 ※ 病院等からの任意情報 
 

院内掲示    等 

現行制度 

（平成19年4月～） 

病

院

等 

都
道
府
県 

住

民 

病院等管理者は、
医療機能情報を都
道府県に報告 

集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等
でわかりやすく提供 

医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言 

 医療機能情報を病院等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可） 
 正確かつ適切な情報の提供（努力義務） 
 患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務） 

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等） 

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なもの）、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等） 

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）                                

 

① 必要な情報は一律提供 
② 情報を集約化 
③ 客観的な情報をわかり

やすく提供 
④ 相談助言機能の充実 

視点 

医療機能情報の具体例 

病院等に関する情報 
を入手する手段 

第13回医療部会資料より 
（平成22年11月11日） 

参考資料２ 
第 ２ ８ 回 社 会 保 障 審 議 会 医 療 部 会 

平 成 2 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 


